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□
国
の
責
務
□ 

第
三
条 

□
略
□ 

２ 

国
は
□
戦
没
者
の
遺
骨
収
集
の
推
進
に
関
す
る
施
策
を
講
ず
る
に
当
た
□

て
は
□
平
成
二
十
八
年
度
か
ら
令
和
十
一
年
度
ま
で
の
間
□
第
五
条
第
一
項

に
お
い
て
□
集
中
実
施
期
間
□
と
い
う
□
□
を
□
戦
没
者
の
遺
骨
収
集
の
推
進

に
関
す
る
施
策
を
集
中
的
に
実
施
す
る
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間
と
し
□
戦
没
者
の
遺
骨
収
集
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計
画
的
か
つ
効
果
的
に
推
進
す
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す

る
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進
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